
令和８年度任用  勝浦町会計年度任用職員登録者募集案内 

（部活動指導員：バレーボール、バスケットボール、美術） 

 

１ 募集受付期間 

  令和８年１月２１日（水）～令和８年２月１２日（木） 

 ※受付期間終了後も令和８年１２月２５日まで随時申込みを受付けます。ただし、面

接は別に指定する日とし、必要人員に達した場合は、合格者であっても会計年度任用職

員候補者名簿（以下「候補者名簿」という。） への登録のみとなります。 

 

２ 選考資格 

  次の要件を全て満たす人 

（１）令和８年４月１日までに普通自動車運転免許（AT 限定を含む）を有する人 

（２）担当する部活動種目の実技指導ができる人 

（３）学校教育に関する十分な理解を有する人 

（４）次のいずれにも該当しない人 

   ①禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

   ②勝浦町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

   ③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



３ 募集職種、職務の内容及び募集人員等 

（１）職種 部活動指導員 

（２）職務の内容 部活動の実技指導、当該学校外での活動に係る引率など 

（３）募集人数  

ア バレーボール パートタイム １名 

イ バスケットボール パートタイム １名 

ウ 美術 パートタイム １名 

（４）就業場所 主に勝浦中学校（久国字久保田 45 番地の１） 

（５）その他 可能であれば競技等種目に係る資格や教員免許を有する人 

 

４ 選考の日時、選考場及び選考方法 

（１）選考日時 令和８年２月下旬以降 

（２）選考場所 勝浦町役場ほか 

（３）選考方法 書類選考及び面接 

   ※選考案内通知時に、時間等をお知らせします。 

   ※運転免許取得者については、面接時に運転免許証を確認します。 

      

５ 申込手続 

 申込みは、持参、郵送又は電子申請（推奨）による方法があります。受付期間以外の申

込みは受付しませんので、十分注意してください。申込内容に不備等がある場合は、確



認の連絡をすることがあります。確認ができなかった場合には、申込みの受付ができな

いことがあります。 

(１)申込方法 

①【推奨】勝浦町「電子申請サービス」のＵＲＬまたは二次元コードから申し込ん

でください。 

【勝浦町電子申請サービス】 

 

https://apply.e-tumo.jp/town-katsuura-u/offer/offerList_initDisplayResult  

※申込み（電子申請）を行うには、「利用者登録」が必要です。利用規約をよく読ん

で、利用者登録を行ってください。  

※利用者登録後、手続き一覧から申込む試験区分をクリックし、必要事項を入力、

写真の添付等を行って、申込みを行ってください。 

※申込完了後、「整理番号」と「パスワード」が登録されたメールアドレスに届きま

す。内容確認等に必要ですので、必ず控えておいてください。 

※申込から数日後に「結果通知」の電子メールが届きます。なお、不備等により、

確認の連絡をとらせていただくことがありますので、その際は、御対応くださ

い。不備等による修正が期日までになされなかった場合、受験できないことがあ

ります。また、申請内容等により不受理となった場合は、不受理通知が届きま

す。不受理通知が届いた場合は受験することができません。   

【注意事項】    



※迷惑メール対策等を行っている場合には、「town-katsuura@apply.e-tumo.jp」及

び「@town.katsuura.i-tokushima.jp」からのメール受信が可能な設定にしておい

てください。また、URL の記載のある電子メールを受信可能な設定にしておいて

ください。 

※システムのメンテナンス等のため、受付期間中でもシステムを停止する場合が

あります。その他、通信障害等のトラブルについては一切責任を負いません。 

②直接持参する場合は、受付期間内の開庁日（月曜日から金曜日）の午前８時３０

分から午後５時までに受験申込先へ提出してください。 

③郵便による申込みの場合は、封筒の表に「会計年度任用職員登録申込」と朱書き

し、「一般書留郵便」により受検申込先までお送りください。なお、受付期間中に

到達したものに限り受付けます。 

(２)申込用紙 

   ①直接取りにくる場合 

受付期間内の執務日の午前８時３０分から午後５時までに勝浦町役場総務防災課

でお受け取りください。  

   ②勝浦町ホームページからダウンロードする場合 

 勝浦町ホームページ( https://www.town.katsuura.lg.jp/)の「採用情報・募集」 

からダウンロードしてください。 

    

 



(３)申込先 

   〒771-4395 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３番地 

         勝浦町役場総務防災課 人事係 

(４)提出書類 

   勝浦町会計年度任用職員登録申込書（令和８年度登録） １部 

(５)選考案内  

募集期間終了後に選考案内を連絡します。令和８年２月２０日までに連絡がない場

合は、勝浦町役場総務防災課 人事係（℡0885-42-2511）へ連絡してください。 

 (６)その他  

提出書類の返却はいたしません。また、選考及び任用に際して取得した個人情報

は、個人情報の保護に関する法律等に基づき適正に管理し、選考及び任用に関する事

務以外の目的で使用されることはありません。 

６ 選考結果等 

   選考結果は文書で通知します。 

   合格者は会計年度任用職員候補者名簿（以下「候補者名簿」という。）に登録されま

す。登録者の中から、成績上位の人から順次就労確認を行い任用となります。 

   候補者名簿登録の有効期間は、登録日から令和９年３月３１日までです。連絡のな

い方は、任用されないことになりますが、後日に欠員が出た場合などに就労確認の連

絡をする場合があります。（連絡が任用の数日前となる場合もありますが、御了承くだ

さい。） 



   ※資格が必要な職種における資格取得見込者の人で、任用までに資格取得が確認で

きなかった場合は、任用となりません。 

７ 勤務条件 

（１）任用期間  

   選考により採用される方の任用期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日

までを予定しています。 

 （２）条件付採用   

地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後１カ月を

良好な成績で勤務した場合に会計年度任用職員として正式採用となります。 

 （３）勤務日 

週１～４日 

週休日（土曜日、日曜日）及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに 

12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までは休み 

 （４）勤務時間 

１日２時間程度 ※平日における部活動の時間であり、試合等の場合を除く 

年間５１５時間以内 ※時間外勤務の予定なし 

（５）給与 

時給 1,760 円 

（６）各種手当 

  給与関係の条例、規則等の定めるところにより、条件を満たす場合は、通勤手当が



支給されます。  

（７）休暇等 

    なし  

（８）保険  

 健康保険、厚生年金及び雇用保険なし 

（９）災害補償 

労働者災害補償保険が適用されます。 

（10）服務 

地方公務員法に規定する服務の各規定が適用されます。（服務の宣誓、法令等及

び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に

専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止） 

※営利企業への従事等の制限はありませんが、報告してください。   

（11）再度の任用  

一会計年度終了後、地方公務員法に定める平等取扱いの原則及び成績主義に基づ

き、人事評価結果等により、公募によらず再度任用される場合があります。 

  (12) その他 

  人事評価あり 

 

 

 



 

【募集に関する問合せ先】 

〒771-4395 

徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田 3 番地  

勝浦町役場 総務防災課 人事係 

 

電話 ０８８５－４２－２５１１（代表） 

電子メール soumu@town.katsuura.i-tokushima.jp 

 

【職務内容に関する問合せ先】 

勝浦町教育委員会 事務局  

 

電話 0885-42-2515 


